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問
南
古
谷
保
育
園
の
建
て
替

え
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答
仮
園
舎
に
つ
い
て
は
、
平

成
30
年
10
月
の
移
転
に
向
け

準
備
を
進
め
、
新
園
舎
に
つ

い
て
は
、
平
成
30
年
11
月
ま

で
に
基
本
設
計
お
よ
び
実
施

設
計
を
と
り
ま
と
め
、
平
成

32
年
４
月
の
開
園
を
目
指
す
。

問
市
の
保
育
所
整
備
計
画
で

の
位
置
付
け
は
。

答
公
立
保
育
所
の
具
体
的
な

整
備
計
画
の
策
定
に
向
け
、

今
後
、
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
視
点
も
含
め
、
公

立
保
育
園
の
在
り
方
検
討
を

行
い
、
方
針
を
定
め
て
い
く

予
定
で
あ
る
。
今
回
の
建
て

替
え
は
、
耐
震
問
題
へ
の
対

応
と
し
て
、
在
園
児
の
安
全

を
最
優
先
と
し
た
緊
急
措
置

で
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
中
学
校
エ
ア
コ
ン
整
備
に

つ
い
て
の
考
え
は
。

答
全
22
校
の
平
成
30
年
度
中

の
整
備
に
向
け
て
、
現
在
準

備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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用
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し

い
、
西
後
楽
会
館
ま
で
の
交

通
手
段
を
確
保
し
て
ほ
し
い

等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

問
利
用
者
の
声
や
思
い
を
ど

う
受
け
止
め
た
の
か
。

答
意
見
に
可
能
な
限
り
応
え

ら
れ
る
よ
う
、
閉
館
時
期
の

平
成
30
年
度
末
へ
の
延
期
、

西
後
楽
会
館
の
浴
室
利
用
時

間
延
長
や
大
広
間
の
改
修
、

市
の
東
部
エ
リ
ア
か
ら
西
後

楽
会
館
へ
の
送
迎
バ
ス
の
運

行
等
の
対
応
を
す
る
。

問
被
保
険
者
の
動
向
は
。

答
本
市
の
被
保
険
者
数
は
、

平
成
23
年
度
ま
で
は
増
加
し

て
い
た
が
、
平
成
24
年
度
以

降
は
減
少
し
て
い
る
。
前
期

高
齢
者
の
割
合
は
、
平
成
27

年
度
以
降
、
被
保
険
者
数
の

４
割
を
超
え
る
状
況
で
あ
る
。

問
国
保
財
政
の
構
成
割
合
は
。

答
今
回
の
補
正
に
よ
り
予
算

構
成
割
合
は
、
主
に
、
歳
入

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

問
施
設
の
方
向
性
は
。

答
利
用
者
数
は
減
少
傾
向
に

あ
り
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

等
の
既
存
施
設
を
有
効
活
用

す
る
こ
と
で
、
東
後
楽
会
館

を
閉
館
し
て
も
、
利
用
者
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
、
平
成
30
年
度
末
で

閉
館
す
る
方
針
と
し
た
。

問
廃
止
へ
の
利
用
者
の
声
は
。

答
東
後
楽
会
館
を
廃
止
し
な

い
で
ほ
し
い
、
西
後
楽
会
館

が
耐
震
補
強
工
事
で
休
止
と

な
る
平
成
30
年
度
ま
で
は
利

問
改
正
に
よ
る
収
入
申
告
義

務
緩
和
の
対
象
者
の
要
件
は
。

答
法
律
に
規
定
す
る
認
知
症

で
あ
る
者
、
知
的
障
害
者
、

精
神
障
害
者
、
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
医
師

の
診
断
書
等
で
確
認
で
き
る

者
で
あ
り
、
親
族
等
に
よ
り

手
続
き
が
さ
れ
な
い
な
ど
対

応
が
困
難
な
事
情
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

問
こ
の
改
正
に
よ
り
、
対
象

者
の
家
賃
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
市
が
官
公
署
の
書
類
の
閲

覧
等
に
よ
り
収
入
を
把
握
し
、

入
居
者
の
収
入
に
応
じ
た
家

賃
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

問
対
象
者
の
収
入
が
高
額
と

な
っ
た
場
合
ど
う
な
る
の
か
。

答
収
入
額
等
の
状
況
に
よ
り
、

市
が
明
け
渡
し
を
請
求
す
る

こ
と
な
ど
が
生
じ
る
が
、
今

回
の
改
正
に
よ
る
対
象
者
は
、

明
け
渡
し
等
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ず
、
他
の
入
居
者
と
同

様
に
規
定
ど
お
り
の
家
賃
を

設
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
対
象
者
は
い
る
の
か
。

答
対
象
と
な
る
人
は
い
な
い
。

問
入
居
者
か
ら
収
入
申
告
が

な
い
場
合
、
市
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
る
の
か
。

答
未
申
告
者
に
対
し
て
は
、

申
告
の
状
況
に
よ
り
段
階
的

に
４
回
の
催
告
等
の
文
書
を

送
付
し
、
申
告
の
お
願
い
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
入
居
者

の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
戸

別
訪
問
や
電
話
に
よ
る
催
告

な
ど
も
併
せ
て
行
っ
て
い
る
。

問
「
市
営
住
宅
建
て
替
え
事

業
に
係
る
家
賃
の
特
例
」
と

は
ど
の
よ
う
な
制
度
か
。

答
建
て
替
え
対
象
と
な
る
市

営
住
宅
の
入
居
者
が
新
た
に

整
備
さ
れ
た
市
営
住
宅
に
再

入
居
し
、
家
賃
が
従
前
の
金

額
を
超
え
る
場
合
に
、
入
居

者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た

め
に
家
賃
を
軽
減
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、

急
激
な
家
賃
の
上
昇
を
避
け

る
な
ど
の
調
整
を
講
じ
る
制

度
で
あ
る
。

っ
て
い
る
非
強
制
徴
収
公
債

権
お
よ
び
私
債
権
の
確
認
作

業
を
進
め
、
今
回
提
案
し
た

生
活
保
護
返
還
金
な
ど
と
同

様
に
明
ら
か
に
徴
収
不
能
な

債
権
に
つ
い
て
は
、
債
権
放

棄
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
く
。

問
生
活
保
護
の
債
権
は
ど
の

く
ら
い
あ
る
の
か
。

答
平
成
28
年
度
末
の
債
権
全

体
の
収
入
未
済
額
の
件
数
お

よ
び
金
額
は
、
２
１
４
３
件
、

４
億
２
１
９
３
万
３
１
１
円

で
あ
る
。

問
今
後
、
徴
収
不
能
な
市
の

債
権
へ
の
対
応
は
。

答
今
後
も
、
徴
収
不
能
に
陥

問
な
ぜ
こ
の
議
案
を
提
案
し

た
の
か
。

答
市
の
債
権
管
理
の
さ
ら
な

る
適
正
化
を
進
め
る
た
め
に

は
、
債
権
回
収
と
併
せ
て
債

権
の
放
棄
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
明
ら
か
に
徴
収
不

能
と
確
認
で
き
た
債
権
に
つ

い
て
、
権
利
の
放
棄
の
議
案

を
提
案
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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